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資料５―１ 

令和２年５月２５日 

 
障害者施設整備等に係る基本方針策定に向けたまとめ方（案） 

                                          
本資料は、「世田谷区障害者施設整備等に係る基本方針検討委員会」において主な検討課題に対する基本的方向性、及び具体的方策を整理したものに、必要な調査を行い、内

容の検証を行ったものである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●基本方針検討の背景・必要性 
第 第５期世田谷区障害福祉計画（平成 30（2018）～平成 32（2020）年度）では、特別支援

学校卒業生の進路希望や梅ヶ丘拠点障害者施設（民間施設棟）からの地域移行等を踏まえた施設

需要に対応するため、通所施設（生活介護・就労継続支援Ｂ型）とグループホームの整備を重点

課題として取り組むこととしている。 

  しかしながら、施設整備は中長期にわたる取組みが必要となることから、今後の障害者の増加

を踏まえながら、障害者施設の需要、施設整備の方策、障害者の高齢化・重度化等への対応の考

え方を整理し、施設需要への的確な対応を図っていく必要がある。こうしたことから、第５期障

害福祉計画における施設整備を着実に進める一方、将来にわたる障害者施設整備等の基本方針を

検討するものである。 

●検討を要する課題 
１ 施設所要量の確保 

今後の通所施設の利用希望に対応するため、中長期的な需要見込みと施設所要量を精査し、

その確保を図ることが必要である。 

 

２ 医療的ケアを含む重度障害者への対応 

今後、多くの医療的ケア等への対応が必要な施設利用希望者が見込まれるが、対応可能な通

所施設は限定されているため、その拡充を図る必要がある。 

 

 ３ グループホーム整備 

梅ヶ丘拠点障害者入所施設からの地域移行先や親なき後を見据え、個々の状況に応じたグル

ープホームの整備が必要である。 

 

 ４ 障害特性に応じた日中活動の場の整理 

   障害特性に応じた日中活動の場の整備の必要性について、実態を把握し整理する必要があ

る。 

●基本方針対象期間 

 本基本方針の策定を令和２（2020）年度としているため、中長期的な方針として対象期間は、

令和１２（2030）年度までの１０年間の施設需要に対応するための基本方針とする。 

※ただし、今後の障害者数増加や制度改正等への対応等も必要となるため、本基本方針策定後、適宜見直しを

行う。 

●施設整備に係るこれまでの取組み 
これまで世田谷区では、昭和５７年に「福祉総合計画」を策定するとともに、昭和５６年の「国

際障害者年」を契機に、昭和５８年には「世田谷区障害者施策行動１０ヵ年計画」を策定し、平

成４年度までの計画期間に総合福祉センターを含め１４施設を設置した。また、平成４年度には、

新たに「世田谷区通所施設利用調整会議設置要綱」を定め、通所施設利用希望者の公正かつ円滑

な受入を調整することにより、昭和６３年頃までは、通所希望者が通所できず在宅となる場合も

あったが、それ以降は、通所希望者がいずれかの施設へ通所できるようになってきた。その後も

障害者数の増加、毎年の特別支援学校からの卒業生を中心とした通所施設利用希望者の増加に対

応するため、区立障害者通所施設の整備に取り組んできた。 

  また近年は、公有地（区有地・都有地）を活用した社会福祉法人等による民設民営施設の公募

選定事業者による整備誘導にも取り組んできた。しかしながら、区内３ヶ所の特別支援学校から

の卒業生の進路をはじめとした増え続ける生活介護、就労継続支援Ｂ型への施設需要への対応に

追いついていない状況である。 

  グループホームについては、中軽度者向けの整備は、民間事業者主導により一定程度進んでき

たが、重度者向けの整備は進んでいない状況である。 

   

（近年の施設整備状況と今後の整備予定は以下のとおり） 

 平成２３年：区立給田福祉園（区有地活用） 生活介護 

 平成２６年：ここから（区有地活用）グループホーム・短期入所他 

 平成２７年：イタール成城（都有地活用）生活介護・短期入所・グループホーム 

         グループホームえにし（都有地活用）グループホーム・短期入所 

 平成３０年：ニコニコみやさか（民間物件活用）生活介護 

       コイノニアかみきた（都有地活用）生活介護・就労継続支援Ｂ型・グループホーム 

 平成３１年：梅ヶ丘拠点障害者施設（区有地活用）地域生活支援型入所施設・生活介護・短期入所・自立訓練他 

  令和  元年：さわやかはーとあーす世田谷（民有地活用）就労継続支援Ｂ型・就労移行支援・グループホーム 

  令和 ２年：区立世田谷福祉作業所移転改築 生活介護の追加実施 

●施設所要量想定 

生活介護 
平成 30 年 4 月 

（2018 年） 

平成 31 年 4 月 

（2019 年） 

令和 4 年 4 月 

（2022 年） 

令和 5 年 4 月 

（2023 年) 

令和 12 年 4 月 

（2030 年） 

利用者数（見込み） ６２２ ６３６ ７３１ ７６１ ９７５ 

定 員 数 ５１６    ６２６    ６４１ ６４１    ６４１ 

不 足 数 △１０６    △１０   △９０ △１２０   △３３４ 

就労継続支援Ｂ型 
平成 30 年 4 月 

（2018 年） 

平成 31 年 4 月 

（2019 年） 

令和 4 年 4 月 

（2022 年） 

令和 5 年 4 月 

（2023 年) 

令和 12 年 4 月 

（2030 年） 

利用者数（見込み） ６２０ ６０５ ６８７ ７１２ ８９７ 

定 員 数 ６０２    ６４１    ６８１ ６８１    ６８１ 

不 足 数 △１８     ３６    △６ △３１   △２１６ 

 



 
主な検討課題 基 本 的 方 向 性 具 体 的 方 策 

Ⅰ．施設所要量の確保 ■地域ごとに必要な施設所要量の確保 

 

【令和１２（2030）年度までに必要な所要量想定】 

生 活 介 護 ＝３４０人分程度 

就労継続支援Ｂ型＝２２０人分程度 

 

１ 小規模・分散化による施設整備 

住み慣れた「地域」において通所施設が利用できるよう、利用者の障

害特性や希望を尊重し、各地域の障害者数や施設数を勘案しながら、小

規模・分散化の視点で施設整備を図る必要がある。 

 

２ 定員を上回る利用者受入れ 

現在、区立施設を中心に「生活介護」「就労継続支援Ｂ型」施設では、

必要な職員配置を行いながら定員を上回る利用者の受入れを行ってい

る施設がある。施設需要の増加を踏まえると、平成 30 年度の受入れ数

の範囲内で、当面この対応を継続することは止むを得ない面がある。 

 

３ 施設利用者の移行支援 

 

「就労継続支援Ｂ型」施設に関しては、「就労移行支援」「就労定着支

援」の充実を図る一方、「生活介護」施設を含むいずれの施設利用者も希

望により介護保険事業所に移行できるよう、障害者施設と介護保険事業

所との相互理解、連携・交流を進める必要がある。 

１ 小規模・分散化による新規施設整備の促進と既存施設の有効活用 

区内５地域の需給バランスを勘案した施設整備を図る。 

利用者の障害特性や希望する活動・支援を尊重した多様な施設整備・運営を図る。 

 ○既存物件の有効活用： 

・区立施設については、施設毎に現状規模・設備、老朽度、利用状況等を検証し、保全改修や利用スペースの有効活用

による定員拡充や事業追加を行うなどにより、必要な機能転換を図る。なお、機能転換に当たっては、地域における

需給バランスの調整や医療的ケアを含む重度障害者への対応、支援プログラムの多様化等のモデル的役割等を区立施

設の役割として整理する。 

・区有財産を活用した施設についても、区立施設に準じた活用を図る。 

・区内公有地の洗出しを行い、障害者施設への活用を検討する。 

 ○新規施設整備： 

・一定程度の規模が期待できる公有地活用については、利用者の状況に応じたサービス間移行を含め多様な選択肢を提

供するため複数機能を持った多機能型施設とし、併せて、医療的ケアを含む重度障害者対応のグループホーム併設を

検討する。 

・民間物件活用の際の事業者負担軽減策を整理・検討する。軽減策活用に当たっては、地域の需給バランスに基づく必

要性を充分精査する。 

・新規施設整備の際には、介護保険事業所の併設や隣接等の可能性についても精査・検討する。 

○既存物件の有効活用による機能転換や新規施設整備を行うとともに、利用者が自ら希望に合った施設利用が可能とな

るように施設の特徴や魅力を発信していく。 

 

２ 定員を超えた利用者受入れの当面の継続 

＜配慮事項＞ 

・支援の質が低下することがないよう、必要な職員の追加配置を行う。 

・平成３０年度時点の定員超過数を最大限とする。 

・施設整備等により施設所要量の確保が可能となった際は、速やかに本方針の見直しを行うとともに利用者数を定員に

戻していく。 

 

３ 施設利用者の移行支援 

・利用者の意向に沿った柔軟で多様、且つ段階的な就労への道筋を検討するとともに、就労定着支援の推進により、就

労促進・定着を図り就労系施設の有効活用を図る。就労促進にあたっては、令和２年度から開始した週２０時間以上

の就労以外の多様な働く場を作り、働きたい方をつないで働き続けられるように支援する「せたＪＯＢ応援プロジェ

クト」も活用していく。 

・利用者に対し、日頃から介護保険事業の支援内容等を情報提供するとともに、利用者の意向を確認しておく事が重要

である。 

・障害者施設、介護保険事業所との連携・交流を図り、介護保険事業所への移行の際の不安感払拭を図る。 

・ケアマネジャーへの障害理解促進を図る。 

 

 

 

 

 



主な検討課題 基 本 的 方 向 性 具 体 的 方 策 

Ⅱ．医療的ケアを含む 

重度障害者への対応 

■身近な地域における受入れのための環境整備 

 

【令和１２（2030）年度までに必要な医療的ケアの所要量想定】 

特別支援学校の卒業生 ＝ ６０人分程度 

既存施設利用者 ＝ １００人分程度（最大） 

１ 地域での受入れのためには、医療的ケアを含む重度障害者の実態を

把握し、所要量を想定するとともに、必要となる支援環境（ハード、人

材等）の整備を図る必要がある。 

 

２ 当面は対応のノウハウの蓄積などを図るため、三宿つくしんぼホー

ム等現在の受入れ施設や東京リハビリテーションセンター世田谷・障害

者支援施設梅ヶ丘での受入れを行う必要がある。 

 

３ 受入れのための人材の確保・育成を図る必要がある。 

 

１ 増加が見込まれる医療的ケアを含む重度障害者の施設所要量と整備目標の設定 

・今後の利用見込みや、既存施設利用者の実態を調査し、今後 10 年間に必要な所要量を把握する。 

・把握した所要量から、現状の三宿つくしんぼホーム、東京リハビリテーションセンター世田谷・障害者支援施設梅ヶ

丘、イタール成城の既存施設だけでは、今後増加する特別支援学校の卒業生と既存施設利用者の需要に対応が困難と

なる見込みであるため、新たに１カ所程度の医療的ケアを含む重度障害者対応施設を整備する必要がある。なお整備

にあたっては、公有地活用による財政負担軽減や事業者負担軽減策について整理検討する。 

 

２ 拠点となる施設から地域の施設へのノウハウの継承 

・区立の医療的ケア受入れ施設や東京リハビリテーションセンター世田谷・障害者支援施設梅ヶ丘を中心にノウハウを

蓄積し、地域の施設へ発信していく。ただし、身近な地域の施設において医療的ケア受入れを進めるためには、ノウ

ハウの蓄積・継承に留まらず、ハード面（機器・設備の整備、支援スペース等）や受入れ体制（支援者の配置や研修

等）などの環境整備が必要であり、当面、現状の施設での受入れを実施する。 

 

３ 医療的ケアが必要な方の支援に携わる人材の確保・育成 

・「世田谷区福祉人材育成・研修センター」の活用や成育医療研究センター等との連携により支援する人材の確保・育成

を推進する。 

Ⅲ．グループホーム整備 ■障害特性や地域資源に配慮した整備 

 

１ グループホームの希望者数を調査し、地域資源と連携した運営 

を視野に地区を意識しながら整備する必要がある。 

 

２ 中軽度の障害者対象のグループホームの整備については、不動産事

業者等との連携による民間事業者の整備促進を図る。 

 

３ 重度障害者への対応については、「日中サービス支援型グループホー

ム」整備を含めた促進策の検討が必要である。 

１ 所要量見込みと整備目標の設定 

・居住の場であるグループホームについては、地区を意識しながら通所施設等の利用可能な地域資源の状況を勘案し整

備していく。なお、運営にあたっては、地域・地区の資源と充分連携しながら、利用者の障害特性や希望する生活を

尊重した支援を図る。 

・入所施設利用者状況や通所施設利用者向け調査等により、地域ごとに整備目標数を設定する。 

※区外施設入所者の地域移行希望については、区内の施設整備状況等多様な選択肢を丁寧に提供しながら、意向確認を

継続的に行っていく。 

 

２ 中軽度者対象のグループホーム ※所要量 ＝ ２００人分程度（最大） 

・空家の活用も視野に担当所管や不動産団体等との連携強化を図るとともに、新規グループホーム運営希望法人等と活

用可能物件とのマッチングを更に進める。新規グループホーム運営希望法人等に対し、区ホームページでの丁寧な情

報提供（過去の整備事例の紹介、ニーズの高い地域の表示等）を行っていく。 

 

３ 重度障害者対象のグループホーム ※所要量 ＝３００人分程度（最大）（A：２３０人・B：７０人） 

・公有地活用により財政負担の軽減を図り整備する。また、公有地活用以外の整備については、事業者負担軽減策を整

理・検討する。 

・重度障害者への対応については、障害の程度や医療的ケアの有無、及び日中活動への参加の可否等を勘案し整備する

類型を整理する。日中活動への参加が可能な重度障害者（A）については、東京都の新たな「障害者グループホーム

体制強化支援事業」を活用した整備誘導を促進する。日中活動への参加が困難な重度障害者（B）については、「日中

サービス支援型グループホーム」の整備誘導を促進する。 

・ノウハウの獲得については、「福祉人材育成・研修センター」を活用した職員研修や事業者連絡会等の活用による先進

的事例の共有により支援する。 

Ⅳ．障害特性に応じた 

日中活動の場の整理 

■障害特性に応じた日中活動の場の必要性の整理 

定期的通所が困難な精神障害者等、障害特性に応じた日中活動の場の必

要性について整理する必要がある。 

障害特性により通所が困難な方に求められる日中活動の場整備の必要性の整理 

定期的な通所が困難な精神障害者等にとっての、従来の通所施設の利用とは異なる日中活動の場整備の必要性について、

（仮称）第６期世田谷区障害施策推進計画策定の中で調査、整理していく必要がある。 

 


